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● マニュアル策定の趣旨 

 東日本大震災（H23.3）や熊本地震（H28.4）では、多数の被災者向け住宅が必要と

なりました。本県においても、平成 25年 7月には萩市北部を中心とした大雨災害が発

生し、昭和 58年の山陰豪雨災害以来の応急仮設住宅建設を行うなど、被災者に対する

住宅提供が必要となりました。 

 災害時の対応については、「災害時の混乱時には、平常時から準備していたこと以上

の対応はできない」と言われています。 

 そのため、「県地域防災計画」を補完するこのマニュアルを策定することで、災害時

の各担当組織の役割を明確にし、被災者向け住宅の迅速かつ円滑な提供が行えるよう

にします。 

 

● 作業の流れとマニュアルの関係 

① 作業開始の判断【厚政課】 

・まず、災害発生に際して、作業開始の判断は、厚政課が行う。 

 

② 被災者向け住宅の概数把握、公営住宅の提供開始【住宅課、他】 

・被災者向けに提供可能な住宅に関する情報を収集するため住宅課（各班）、市町、団体

は、厚政課から住宅課住宅企画班経由の指示に応じて、下表の作業を開始する。 

・公営住宅等の被災者への提供は、情報提供とは別に準備が整い次第、臨時的入居を開

始する。 

担当 作業概要（詳細はマニュアル参照） マニュアル頁 

住宅課住宅企画班 各担当班への連絡調整 １３ 

住宅課県営住宅管理班 公営住宅の提供可能戸数の把握等 １７ 

・指定管理者 県営住宅の提供可能戸数の調査 １７ 

・対象市町（住宅部局） 市・町営住宅の提供可能戸数の調査 １８ 

住宅課民間住宅支援班 応急仮設住宅として借上げ可能な民間賃貸住宅

の戸数把握のため調査依頼 

２９ 

・山口県宅地建物取引業協会 

（以下「宅建協会」という。） 

借上げ可能な戸数の調査 ２９ 

・全日本不動産協会山口県本部 

（以下「全日」という。） 

借上げ可能な戸数の調査 ２９ 

 ・全国賃貸住宅経営者協会連合会 

 （以下「ちんたい協」という。） 

借上げ可能な戸数の調査 ２９ 

 ・日本賃貸住宅管理協会 

 （以下「日管協」という。） 

借上げ可能な戸数の調査 ２９ 

住宅課県営住宅整備班・計画班 応急仮設住宅建設候補地リストの確認 ３６ 

・プレハブ建築協会 

（以下「プレ協」という。） 

応急仮設住宅（プレハブ）の在庫確認 ３６ 

・全国木造建設事業協会 

（以下「全木協」という。） 

応急仮設住宅（木造）の建設戸数の調査 ３６ 
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③ 応急仮設住宅の供給判断【厚政課】 

・厚政課は、被災市町からの被災者住宅ニーズ等の情報から、必要となる被災者向け住

宅戸数を算定する。 

・一方、住宅課から、被災者向けに提供可能な住宅概数について、情報提供を受ける。 

・上記を基に、応急仮設住宅の供給判断を行う。 

○ 公営住宅等だけで必要戸数が充足する場合は、ここで作業終了。 

○ 必要戸数に対して、県及び市町の公営住宅並びにＵＲ賃貸住宅の臨時的入居戸数

では対応できないことが予想される場合は、応急仮設住宅の提供を検討するため、

厚政課は住宅課に追加調査を指示する。 

○ 大規模災害で、必要戸数が被災者向けに提供可能な住宅概数を上回る場合は、別

途定めた大規模災害時対応を行う。（住宅課と協議） 

 

④ 供給可能な応急仮設住宅の戸数等の調査【住宅課、他】 

・厚政課から住宅課住宅企画班経由の指示により、追加調査を行う。 

担当 作業概要（詳細はマニュアル参照） マニュアル頁 

住宅課住宅企画班 各担当への連絡調整 １４ 

住宅課民間住宅支援班 応急仮設住宅として借上げ可能な民間賃貸住宅

の詳細情報の調査依頼 

３０ 

・宅建協会 借上げ可能な民間賃貸住宅の詳細情報調査 ３０ 

・全日 借上げ可能な民間賃貸住宅の詳細情報調査 ３０ 

 ・ちんたい協 借上げ可能な民間賃貸住宅の詳細情報調査 ３０ 

 ・日管協 借上げ可能な民間賃貸住宅の詳細情報調査 ３０ 

住宅課県営住宅整備班・計画班 応急仮設住宅の建設可能戸数把握 ３７ 

対象市町（住宅部局） 応急仮設住宅建設候補地の現地調査同行 ４３ 

 

⑤ 応急仮設住宅の戸数等決定【厚政課】 

・厚政課は、民間賃貸住宅の借上応急仮設住宅（以下「賃貸型応急住宅」という。）又は

建設応急仮設住宅（以下「建設型応急住宅」という。）について、その必要性を判断し、

それぞれの戸数を決定する。（既に公営住宅等に入居している被災者に対しても、意向

確認を行う。） 

・建設型応急住宅については、建設場所及び、その場所に建設する戸数を指定する。 
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⑥ 応急仮設住宅の供給準備【住宅課、他】 

・厚政課から住宅課住宅企画班経由の指示により、決定された応急仮設住宅の供給に向

けた作業を行う。 

・供給準備完了後は対象市町に引き渡し、市町が入居手続き以降の管理を行う。 

担当 作業概要（詳細はマニュアル参照） マニュアル頁 

住宅課民間住宅支援班 民間賃貸住宅の借上げ手続き等を依頼 ４８ 

・宅建協会 民間賃貸住宅の借上げ手続き等を実施 ４８ 

・全日 民間賃貸住宅の借上げ手続き等を実施 ４８ 

 ・ちんたい協 民間賃貸住宅の借上げ手続き等を実施 ４８ 

 ・日管協 民間賃貸住宅の借上げ手続き等を実施 ４８ 

住宅課県営住宅整備班・計画班 建設型応急仮設住宅の建設依頼、工事監理 ５５ 

 

※ 山口県単独での対応が困難な大規模災害については、上記対応と並行して、別途定める

方法で国等と連携して対応することとする。 
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作業分担表（担当ごと） 

担当 作業概要（詳細はマニュアル参照） マニュアル頁 

厚政課   

 総務管理班 県全体のとりまとめ、国との調整  

・作業開始の判断 ５ 

・応急仮設住宅の供給判断 ４５ 

住宅課   

 住宅企画班 住宅課全体の取りまとめ  

・各担当班への連絡調整 

（厚政課の連絡窓口） 

１３ 

・他県、他課との連絡調整 ― 

・本マニュアル改訂のとりまとめ ― 

 県営住宅管理班 公営住宅（県営・市営）の提供に関すること 

・提供可能戸数の把握 １７ 

 民間住宅支援班 民間賃貸住宅の借り上げに関すること  

・借り上げ可能な戸数の調査 ２９ 

・借り上げ手続き等の依頼 ４８ 

 県営住宅計画班 応急仮設住宅の建設準備に関すること  

・建設候補地の確保 資料編 １ 

・事前の配置計画案の作成 資料編２～６ 

 県営住宅整備班 応急仮設住宅の建設に関すること  

・建設可能戸数の把握 ３６ 

・建設候補地の現況確認 ３６ 

・工法選定、建設の依頼 ５５ 

・工事監理 ５８ 

・標準図面の作成、管理 資料編７～８ 

 管理班 契約・支払いに関すること  

・契約書の作成、各団体との契約 ５８ 

市町   

 災害救助部局 ・被災者の相談窓口 ― 

・被災者のニーズ調査 ５ 

・応急借上げ住宅の借上げ手続き ５４ 

 住宅部局 ・市営住宅提供可能戸数の報告 ４２ 

・建設候補地の追加選定 資料編 １ 
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厚政課 

 

 

 

 

 

 

【作業目的】 

 被災状況や被災者の住宅ニーズを的確に把握し、被災者向けに必要となる住宅戸数を算定する。

そのため、被災市町や住宅課から、必要な情報提供を受ける。 

 

（参考：山口県地域防災計画 第 3編第 12章第 1節「応急仮設住宅の供与」の抜粋） 

・被災者の一時的な居住の安定を図るため、自己の資力では居住する住家を確保できない被災者に

対して、知事（委任を受けた市町長）は、救助法の規定に基づき、建設による応急仮設住宅（以

下「建設型応急住宅」という。）又は民間賃貸住宅等の借り上げによる応急仮設住宅(以下「賃貸

型応急住宅」という。)を供与する。 

・応急仮設住宅等の措置は、県災害救助部救助総務班と、土木建築対策部住宅班が協議して定める。 

・被災者の生活安定を図るうえで住宅の確保は、重要で迅速性が求められることから、県及び市町

は、積極的に公営住宅・民間借家の確保に努める。 

 

【作業概要】 

Ⅰ 被害状況の把握 

・被災市町からの被害情報（被災家屋数）収集 

 

Ⅱ 作業開始 

・Ⅰを基に、作業開始の決定を行う。 

・作業開始を、住宅課住宅企画班へ連絡 

・作業開始を、対象市町災害救助法所管部局へ連絡 

 

Ⅲ 被災者の住宅ニーズ等の把握及び被災者用住宅の必要戸数の算定 

・被災市町からの住宅ニーズ情報収集、分析 

 

Ⅳ 被災者向け住宅の概数把握 

・住宅課住宅企画班から、提供可能な住宅概数情報を収集 

 

Ⅴ 応急仮設住宅の供給判断（第 1回） 

・Ⅲ、Ⅳを基に、応急仮設住宅の供給判断を行う。 

・応急仮設住宅の検討が必要な場合は、住宅課住宅企画班へ追加調査依頼を連絡 

・必要ない場合は、ここで作業終了。 

 

１ 被災者向けに必要な住宅戸数の算定   
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厚政課 

 

 

【作業手順】 

 

Ⅰ 被害状況の把握 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

被害情報収集 被災市町 

 

・被災市町へ各種様式の送付 

・各市町から報告された情報（様式１）とりまとめ 

・様式１(P9) 

（災害救助

マニュアル） 

 

 

Ⅱ 作業開始 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始の 

決定 

 ・作業開始の決定 

・対象市町の決定 

・上記内容を様式に記入 

・厚政１号(P10) 

作業開始連絡 住宅課 

住宅企画班 

・様式（厚政１号）を送付し、作業開始を連絡 ・厚政１号(P10) 

 

 

Ⅲ 被災者の住宅ニーズ等の把握及び被災者用住宅の必要戸数の算定 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

住宅ニーズ 

情報収集 

被災市町 ・各市町からの様式（厚政２号）による収集情報 

の整理 

※応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出する

など居住する住宅がない者で、自らの資力により

住宅を確保することができない者が対象 

 

・被災者が多い等で、早期の住宅ニーズの把握が困

難な場合は、74Pの「大規模災害時の住宅確保に

ついて」に定める必要戸数推計方法により算定す

る。 

・厚政２号(P11) 
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厚政課 

 

 

Ⅳ 被災者向け住宅の概数把握（空き住戸数） 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

報告受取り 住宅課 

住宅企画班 

・公営住宅等の空き戸数を把握 

 

 

・民賃住宅の空き住戸数を把握 

 

・建設型応急住宅の建設可能戸数把握（リスト上の

戸数） 

※公営住宅等以外の戸数は、提供が確実な戸数では

ないことに注意。 

・住管１号(P27) 

・住管２号(P28) 

 

・民間２号(P34) 

 

・整備１-2 号

(P39) 

 

 

Ⅴ 応急仮設住宅の供給判断（第 1回） 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

応急仮設住宅

検討開始の 

判断 

 ・Ⅲ及びⅣによる情報を基に判断する。 

・被災者向け住宅の需要が無い場合、又は公営住 

宅等で充足する場合は、作業終了。 

・被災者向け住宅が不足する可能性がある場合は、

賃貸型応急住宅・建設型応急住宅の供給について

の最終的な判断を行うため、以下の作業を行い、

追加調査を依頼する。 

 

作業対象の 

決定 

 【作業依頼する内容を決定する。】 

・対象住宅の種類の決定 

 （優先順位は①公営住宅等→②賃貸型応急住宅、

②建設型応急住宅） 

・対象市町の決定 

・上記内容を様式（厚政３号）に記入 

・厚政３号(P12) 

作業開始連絡 住宅課 

住宅企画班 

・様式を送付し、作業開始を依頼 ・厚政３号(P12) 
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様式１

TEL　　　　（　　　）

FAX　　　　（　　　）

　　月　　日　　時　　分現在累計

り災者数
（人）

備　　　　　　　　　考
（り災者氏名、年齢、住所、り災の原因等）

既にとった救助措置

世 帯 今後の救助措置見込

人 員

世 帯

人 員

世 帯

人 員 その他必要事項

世 帯

人 員

世 帯

人 員

令和　　年　　月　　日（　　）災 害 発 生 年 月 日

被　害　の　状　況

被害状況報告
（市町→県）

市町名

記入者所属・職・氏名

一般り災関係

床 上 浸 水

床 下 浸 水

一 部 損 壊

世

帯

数

及

び

人

員

死 者

行 方 不 明

重 傷

軽 傷

小 計

計

負

傷

人

的

被

害

住

家

の

被

害

棟

数

全壊、全焼又は流失

半 壊 又 は 半 焼

一 部 損 壊

床 上 浸 水

床 下 浸 水

全壊、全焼又
は 流 失

半壊又は半焼
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【様式】厚政１号

令和　　年　　月　　日

住宅課長　様

厚政課長　　　　　

令和　　年　　月　　日現在

下関市

宇部市 ○ 被災地●●地区

山口市 ○ 被災地△△地区

萩市

防府市

下松市

岩国市

光市

長門市

柳井市

美祢市

周南市

山陽小野田市

周防大島町

和木町

上関町

田布施町

平生町

阿武町

合計

被災者向けに供給可能な住宅戸数
（公営・ＵＲ賃貸・民賃空家情報、プレ協・全木協供給可能戸数）の調査について（依頼）

市町名 備考対象市町

下記の対象市町について、被災者向けに供給可能な住戸数の調査を要請します。

記 入 例
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住宅課 住宅企画班 

 

 

 

 

 

 

【作業概要】 

Ⅰ 第 1段階情報収集 

・厚政課からの作業開始の連絡を受け、住宅課各班に連絡。 

・住宅課各班他からの第 1段階情報をとりまとめ、厚政課に報告する。 

 

Ⅱ 追加情報収集 

・厚政課から、応急仮設住宅（賃貸型応急住宅・建設型応急住宅）について、追加調査の要請が

あった場合、住宅課関係班に連絡する。 

・住宅課各班からの追加調査情報をとりまとめ、厚政課に報告する。 

【作業手順】 

Ⅰ 第 1段階情報収集 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 厚政課 ・作業開始の連絡を受ける。 

・対象となる市町の確認を行う。（様式受取り） 

 

・厚政１号(P10) 

住宅課各班 

へ連絡 

住宅課 

民間住宅支援班 

県営住宅管理班 

県営住宅計画班 

県営住宅整備班 

・住宅課内各班へ作業開始を連絡し、様式を渡す。 

※ 連絡時に、各班の担当者名、最新のマニュアル

を所持していることを確認する。 

・厚政１号(P10) 

 

各班他からの 

提供情報集約 

住宅課各班 ・住宅課各班から、所定の様式で報告を受ける。 

・UR賃貸の提供戸数は、国土交通省の特設 HPから

住宅企画班が情報を収集する。 

 

 

・民間２号(P32) 

・住管１号(P27) 

・整備 1-1 号

(P38) 

報告 厚政課 ・各班から報告のあった様式を取りまとめ 

・所定の様式で報告する。 

・企画１号(P15) 

・民間２号(P32) 

・住管１号(P27) 

・整備 1-2 号

(P39) 

 

※UR賃貸の提供戸数について（本省住宅局から URへ協力依頼されるため、県からの依頼は不要。） 

 ＜参考＞ 平成 30年 7月豪雨の特設ＨＰ 

  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000061.html 

２ 被災者向けに供給可能な住宅戸数の算定 

  【厚政課との連絡調整】 
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住宅課 住宅企画班 

 

 

 

 

Ⅱ 追加情報収集 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 厚政課 ・作業開始の連絡を受ける。 

・対象となる市町と、住宅の種類の確認を行う。 

（様式受取り） 

 

・厚政３号(P12) 

住宅課各班 

へ連絡 

住宅課 

民間住宅支援班 

県営住宅計画班 

県営住宅整備班 

・住宅課の対象班へ作業開始を連絡し、様式を渡す。 

 

・厚政３号(P12) 

各班他からの 

提供情報集約 

住宅課各班 

 

・住宅課各班から、所定の様式で報告を受ける。 

 

 

 

・民間４号(P34) 

・民間５号(P35) 

・整備３号(P41) 

 

報告 厚政課 ・所定の様式で報告する。 

（必要に応じ、地図を添付） 

・企画2号(P16) 

・民間４号(P34) 

・民間５号(P35) 

・整備３号(P41) 
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【様式】企画２号

令和　　年　　月　　日

厚政課長　様　　　

住宅課長

令和　　年　　月　　日現在

下関市

宇部市

山口市

萩市

防府市

下松市

岩国市

光市

長門市

柳井市

美祢市

周南市

山陽小野田市

周防大島町

和木町

上関町

田布施町

平生町

阿武町

合計

※添付様式 ：民間４号、民間５号、整備３号

備考

被災者向けに供給可能な住宅戸数の算定について（報告）

下記の対象市町について、被災者向けに供給可能な住戸数について報告します。

市町名
対象市町

民賃住宅 仮設建設

対象市町

民賃住宅 仮設建設

【第一段階情報】 【詳細情報】
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住宅課 県営住宅管理班 

 

 

 

 

 

 

 

【作業概要】 

 

・厚政課から住宅課住宅企画班経由で指示があった場合に、作業を開始する。 

Ⅰ 県営住宅の空家の提供戸数調査 Ａ 

・まず空家情報を、県営住宅管理システムから収集する。 

・指定管理者へ公営住宅の臨時的入居として提供可能な戸数調査を依頼する。 

・指定管理者からの報告を集計し、住宅課住宅企画班へ報告する。 

 

 

Ⅱ 市町営住宅の空家の提供戸数調査 Ｂ 

・市町へ作業開始を連絡する。 

・市町からの報告を集計し、住宅課住宅企画班へ報告する。 

 

 

 

【作業手順】 

Ⅰ 県営住宅の空家の提供戸数調査 Ａ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

住宅企画班 

・作業開始の連絡を受ける。 

・連絡様式の受け取り 

 

・厚政１号(P10) 

空家の洗出し  

 

 

 

 

 

 

・システムを利用した空き住戸の洗出しを行う。 

県営住宅管理班において、県営住宅管理システ

ムの空家情報を検索し、「令和 年（ 年）  

災害に係る提供可能な県営住宅」（住管１－Ａ

号、住管１－Ｂ号、住管１－Ｃ号、住管１－Ｄ

号）で、様式の中の「入居可能になるまでに要

する日数」を除いたリストを作成する。  

・県営住宅の地震時の緊急点検結果との突合 

県営住宅計画班において、地震時の緊急点検結

果と突合し、入居に適さない被災住戸を除く。 

 

・住管1-A号(P19) 

・住管1-B号(P21) 

・住管1-C号(P23) 

･住管1-D号(P25) 

 

２ 被災者向けに供給可能な住宅戸数の算定 

  【公営住宅等で利用可能な住宅の把握】 
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住宅課 県営住宅管理班 

 

 

連絡・送付 

 

指定管理者 ・現況調査の依頼を行う。 

住管１－Ａ号、住管１－Ｂ号、住管１－Ｃ号、

住管１－Ｄ号を送付し、内容の確認と修正、「入

居可能になるまでに要する日数」の確認・記載

を依頼する。 

※ 住管 1-C 号に係る依頼については、県営住宅

計画班と協議を行うこと。 

・住管1-A号(P19) 

・住管1-B号(P21) 

・住管1-C号(P23) 

･住管1-D号(P25) 

 

報告 

 

 

指定管理者 ・現況調査の報告を受ける。 

指定管理者から、住管１－Ａ号、住管１－Ｂ号、

住管１－Ｃ号の修正及び、「入居可能になるま

でに要する日数」が記載された様式の送付を受

ける。 

・上記様式を集計する。 

・住管1-A号(P19) 

・住管1-B号(P21) 

・住管1-C号(P23) 

･住管1-D号(P25) 

・住管１号(P27) 

報告 住宅課 

住宅企画班 

・提供可能戸数を報告する。 ・住管１号(P27) 

（募集開始）  被災者の受け入れ準備が整い次第、県営住宅の募集を

開始する。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 市町営住宅の空家の提供戸数調査 Ｂ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

住宅企画班 

・作業開始の連絡を受ける。 

・連絡様式の受け取り 

 

・厚政１号(P10) 

連絡・送付 

 

市町 

（住宅部局） 

・対象市町に、作業開始の連絡を行う。 

・併せて、連絡様式（市町１号）を送付する。 

 

・厚政１号(P10) 

報告 

 

 

 ・対象市町からの報告を受ける。 

・上記様式を集計する。 

・市町１号(P44) 

・住管２号(P28) 

報告 住宅課 

住宅企画班 

・提供可能戸数を報告する。 ・住管２号(P28) 

 

 

 

- 18 -



　　　単位：戸　

即日入
居可能

　１週間
　以内

１～２週
間以内

２～３週
間以内

３～４週
間以内

　１月以
　上

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

　岩国市　／　計 0

　柳井市　／　計 0

岩国支所　／　計 0

入居可能になるまでに要する日数

○　令和　　年（　　年）　　　　災害に係る提供可能な県営住宅（Ａ．○月公募）

面積
（㎡）

備　　考団地名 棟・部屋 間取り

　周南市　／　計 0

下松市　／　計 0

　光市　／　計 0

周南支所　／　計 0

　山口市　／　計 0

（住管　１-Ａ　号）

（令和　　年（　　年）　　月　　日現在）
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

　山陽小野田市／計 0

　防府市　／　計 0

　萩市　／　計 0

　長門市　／　計 0

下関支所　／　計 0

合計　／　 0

　美祢市　／　計 0

宇部支所　／　計 0

　下関市　／　計 0

山口支所　／　計 0

　宇部市　／　計 0
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　　　単位：戸　

即日入
居可能

　１週間
　以内

１～２週
間以内

２～３週
間以内

３～４週
間以内

　１月以
　上

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

○　令和　　年（　　年）　　　　災害に係る提供可能な県営住宅（Ｂ．随時募集）

団地名 棟・部屋 間取り
面積
（㎡）

入居可能になるまでに要する日数

備　　考

（令和　　年（　　年）　　月　　日現在）

0

　山口市　／　計 0

　岩国市　／　計 0

　柳井市　／　計 0

岩国支所　／　計 0

　周南市　／　計 0

　下松市　／　計 0

　光市　／　計 0

（住管　１-B　号）

周南支所　／　計
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

　山陽小野田市／計 0

　宇部市　／　計 0

合計　／　 0

　美祢市　／　計 0

　下関市　／　計 0

下関支所　／　計 0

　防府市　／　計 0

　萩市　／　計 0

　長門市　／　計 0

山口支所　／　計 0

宇部支所　／　計 0
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　　　単位：戸　

即日入
居可能

　１週間
　以内

１～２週
間以内

２～３週
間以内

３～４週
間以内

　１月以
　上

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

○　令和　　年（　　年）　　　　災害に係る提供可能な県営住宅（Ｃ．入居停止中）

団地名 棟・部屋 間取り
面積
（㎡）

入居可能になるまでに要する日数

備　　考

　岩国市　／　計 0

　柳井市　／　計 0

岩国支所　／　計 0

　周南市　／　計 0

　下松市　／　計 0

　光市　／　計 0

周南支所　／　計 0

　山口市　／　計 0

（住管　１-C　号）

（令和　　年（　　年）　　月　　日現在）
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

　防府市　／　計 0

　萩市　／　計 0

　長門市　／　計 0

山口支所　／　計 0

合計　／　 0

宇部支所　／　計 0

　下関市　／　計 0

下関支所　／　計 0

　宇部市　／　計 0

　山陽小野田市／計 0

　美祢市　／　計 0
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　　　単位：戸　

即日入
居可能

　１週間
　以内

１～２週
間以内

２～３週
間以内

３～４週
間以内

　１月以
　上

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

（住管　１-Ｄ　号）

○　令和　　年（　　年）　　　　災害に係る提供可能な県営住宅（Ｄ．その他）
（令和　　年（　　年）　　月　　日現在）

団地名 棟・部屋 間取り
面積
（㎡）

入居可能になるまでに要する日数

備　　考

　岩国市　／　計 0

　柳井市　／　計 0

岩国支所　／　計 0

　周南市　／　計 0

　下松市　／　計 0

　光市　／　計 0

周南支所　／　計 0

　山口市　／　計 0
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

　防府市　／　計 0

　萩市　／　計 0

　長門市　／　計 0

山口支所　／　計 0

　宇部市　／　計 0

　山陽小野田市／計 0

　美祢市　／　計 0

合計　／　 0

宇部支所　／　計 0

　下関市　／　計 0

下関支所　／　計 0
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単位：　戸　

提供可能戸数 備考

　岩国市

　周防大島町

　平生町

　田布施町

　阿武町

0

　宇部市

　山陽小野田市

　美祢市

　下関市

合計

　防府市

　萩市

　長門市

（住管　２号）

○　市町営住宅で現在提供可能な住戸

（令和　　年（　　　年）　　月　　日現在）

　柳井市

　周南市

　和木町

　上関町

　下松市

　光市

　山口市
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住宅課 民間住宅支援班 

 

 

 

 

 

 

【作業概要】  

・厚政課から住宅課住宅企画班経由で指示があった場合に、作業を開始する。 

・情報は２段階で収集・提供する 

※不動産団体（宅建協会、全日本不動産協会、ちんたい協会、日管協） 

 

Ⅰ 不動産団体へ、第 1段階調査を依頼 Ｄ 

・厚政課が被災者向け住宅の必要戸数を決定する際の、参考情報を提供する。 

まずは候補戸数（空家情報の概数）を速やかに提供する。 

・空家情報は、災害協定に基づき不動産団体から収集する。 

 （平常時からリスト化しておく必要がある。） 

 

Ⅱ 不動産団体へ、第 2段階調査（詳細調査）を依頼 Ｅ 

・Ⅰの空家のうち、応急借上げ住宅として提供可能な戸数を調査し、報告する。 

 （候補住宅の被災状況（使用の可否）の確認及び所有者の提供意思確認） 

 

【作業手順】 

Ⅰ 不動産団体へ、第 1段階調査を依頼 Ｄ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

住宅企画班 

・作業開始の連絡 

・連絡様式の受け取り 

 

・厚政１号(P10) 

関係団体へ連

絡 

宅建協会 

全日 

ちんたい協会 

日管協 

・不動産団体へ協力要請。 

・不動産団体に対し、応急借上げ住宅の候補戸数に

ついて調査を依頼。 

・民間１号(P31) 

関係団体から

の報告 

宅建協会 

全日 

ちんたい協会 

日管協 

・不動産団体から、応急借上げ住宅の候補戸数の報

告を受ける。 

・民間２号(P32) 

報告 住宅課 

住宅企画班 

・応急借上げ住宅の候補戸数を報告。 ・民間２号(P32) 

 

 

２ 被災者向けに供給可能な住宅戸数の算定 

  【民間賃貸住宅で利用可能な住宅の把握】 

- 29 -



住宅課 民間住宅支援班 

 

 

Ⅱ 不動産団体へ、第 2段階調査（詳細調査）を依頼 Ｅ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

住宅企画班 

・作業開始の連絡 

・連絡様式の受け取り 

 

・厚政３号(P12) 

関係団体へ連

絡 

宅建協会 

全日 

ちんたい協会 

日管協 

・不動産団体に対し、応急借上げ住宅の提供可能戸

数についての詳細調査を依頼。 

・民間３号(P33) 

関係団体から

の報告 

宅建協会 

全日 

ちんたい協会 

日管協 

・不動産団体から、応急借上げ住宅の提供可能戸数

に対する詳細調査の報告を受ける。 

・各団体からの報告を集計する。 

・民間４号(P34) 

・民間５号(P35) 

報告 住宅課 

住宅企画班 

・詳細調査結果を報告。 ・民間４号(P34) 

・民間５号(P35) 
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民間１号 

 

 

令   住 宅 第    号 

令和   年(  年 )  月  日 

 

各団体の長あて 

 

山口県知事 ○○ ○○ 

 

 

災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供について（協力要請） 

（第 1次調査） 

 

 

令和  年  月  日に発生した○○○○に関して、現在、災害救助法の適用を検

討中であります。 

このため、県では、平成  年  月  日付けで締結した「災害時における被災者

への民間賃貸住宅の提供に関する協定」（以下「協定」という。）第２条の規定に基づき、

被災者の住宅として利用可能な民間賃貸住宅（以下「応急借上げ住宅」という。）の情

報提供等の協力を要請します。 

つきましては、応急借上げ住宅の候補戸数を把握する必要があるため、別紙様式「民

間２号」により令和  月  日までにご報告願います。 

（以下は宅建協会、全日あて文書のみ） 

また、被災者が自らの資力で民間賃貸住宅への入居を希望する場合は、協定第３条第

２項により媒介を無報酬で行うと定められておりますのでご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木建築部住宅課 

民 間 住 宅 支 援 班 

担  当 ： ○  ○ 

Tel：083-933-3883 

Fax：083-921-4616 

E-mail：a18900@pref.yamaguchi.lg.jp 
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民間２号 

 

 

（第１次調査） 

応急借上げ住宅候補戸数報告書 
団  体  名 

（令和  年  月  日現在） 

市町名(地区名) 件   数 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 
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民間３号 

 

 

令   住 宅 第    号 

令和   年(  年 )  月  日 

 

各団体の長あて 

 

山口県土木建築部住宅課長 

 

 

災害時における被災者への民間賃貸住宅の提供可能戸数について（依頼） 

（第２次調査） 

 

 

このことについては、令和  年  月  日付け令  住宅第   号により応急

借上げ住宅の候補戸数をご報告いただいたところですが、候補戸数のうち実際に提供が

可能な戸数等について、別紙様式「民間４号」及び「民間５号」により令和  月  日

までにご報告願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民 間 住 宅 支 援 班 

担  当 ： ○  ○ 

Tel：083-933-3883 

Fax：083-921-4616 

E-mail：a18900@pref.yamaguchi.lg.jp 
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民間４号 

 

 

（第２次調査） 

応急借上げ住宅提供可能戸数報告書 
団  体  名 

（令和  年  月  日現在） 

市町名(地区名) 件   数 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 

市・町  

（   地区） 

１ＤＫ 戸 １Ｋ 戸 

２ＤＫ 戸 ２Ｋ 戸 

３ＤＫ以上 戸 その他 戸 

計 戸 
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住宅課 計画班・整備班 

 

 

 

 

 

 

【作業概要】 

Ⅰ ①プレハブ建築協会、全国木造建設事業協会への供給可能戸数等情報収集 Ｆ 

・大規模な住宅被害が想定される災害が発生した場合、住宅課は速やかにプレハブ建築協会（以

下「プレ協」という。）及び全国木造建設事業協会（以下「全木協」という。）に供給可能戸数

の確認と、相互の連絡窓口の確認を行う。 

 

  ②建設候補地リストの確認、提供 Ｇ 

・建設候補地リスト情報（別添リスト）は、住宅課（県営住宅計画班）が毎年度作成・更新し、

厚政課及び各市町に配付することにより情報を共有しておく。 

・ただし、厚政課から最新の建設候補地リスト情報の要求があった場合には、住宅課は速やかに

厚政課へ提供する。 

 

Ⅱ 現況調査による供給可能戸数情報収集 Ｈ 

・厚政課は、住宅課に対し作業対象市町を指示する。この場合、できるだけ対象地域を絞り込む。 

・作業対象市町の指示があった場合に、住宅課は作業を開始する。 

・Ⅰ②の候補地リストのうち、作業対象市町分について住宅課がインフラの被災状況等現況調査

（市町担当職員等立会）を実施し、建設型応急住宅のおおよその建設可能戸数を調査する。 

・災害廃棄物の仮置き場等として利用の有無を考慮し、建設地を検討する。 

・住宅課は、調査結果を集計し厚政課へ報告する。 

 

 

【作業手順】 

Ⅰ ①プレ協、全木協への供給可能戸数等情報収集 Ｆ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

関係団体へ連

絡 

プレ協 

全木協 

【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・供給（備蓄）可能戸数の確認 

・連絡窓口の確認 

・整備１－１号

(P38) 

 

 

 

 

 

 

２ 被災者向けに供給可能な住宅戸数の算定 

  【応急仮設住宅の建設可能戸数の把握】 

- 36 -



住宅課 計画班・整備班 

 

 

 

 

Ⅰ ②建設候補地リストの確認、提供 Ｇ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

住宅企画班 

【担当：住宅課 住宅企画班】 

・作業開始の連絡 

・連絡様式の受け取り 

・厚政１号(P10) 

報告 住宅課 

住宅企画班 

【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・最新の建設候補地リストを確認 

・プレ協及び全木協供給可能戸数と併せて報告 

・整備１－２号

(P39) 

 

 

Ⅱ 現況調査による供給可能戸数情報収集 Ｈ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

住宅企画班 

【担当：住宅課 住宅企画班】 

・作業開始の連絡 

・連絡様式の受け取り 

・厚政２号(P11) 

対象市町へ 

連絡 

対象市町 【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・リストの候補地が災害後も使用可能か現況調査を実

施。市町担当職員等の調査立会を依頼。 

・建設可能戸数を算定。 

※（災害状況に応じ、プレ協又は全木協に協力を依

頼） 

・災害廃棄物の仮置き場等として利用の有無を確認

し、建設地を検討 

・整備２号(P40) 

報告 住宅課 

住宅企画班 

【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・調査結果を集計、報告 

・整備３号(P41) 
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市町（住宅部局） 

 

 

 

 

 

 

 

【作業目的】 

 山口県厚政課が、被災者向け住宅を提供する判断を行う際に必要となる情報として、市町営住宅で

提供可能な住宅情報を提供する。 

 

（参考：山口県地域防災計画 第 3編第 12章第 1節「応急仮設住宅の供与」の抜粋） 

・被災者の生活安定を図るうえで住宅の確保は、最も重要であることから、県及び市町は、

積極的に公営住宅の確保に努める。 

・応急仮設住宅の建設場所の選定は、原則として市町が行う。 

 

【作業概要】 

Ⅰ 市町営住宅の供給可能戸数情報提供 

・厚政課から住宅課県営住宅管理班経由で指示があった場合に、作業を開始する。 

・市町営住宅の空家のうち、被災者向け住宅として提供可能な戸数を調査し、報告する。 

  

Ⅱ 応急仮設住宅建設の用地調査立会 

・県営住宅整備班から連絡があった場合に、県と共に建設候補地について現況確認を行う。 

 

【作業手順】 

Ⅰ 市町営住宅の供給可能戸数情報提供 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

県営住宅管理班 

・作業開始の連絡 

・連絡様式の受け取り 

 

・厚政１号(P10) 

空家状況把握  ・市町営住宅の空き住戸の把握 

・提供可能性のある空き住戸数を、様式へ記入  

 

・市町１号(P44) 

 

現況調査 

 

 ・現況調査の実施 

修繕担当者と共に、上記空き住戸の状況を確認

する。修繕が必要な場合は、その必要日数も見

積もる。 

・報告様式への記入 

 

・市町１号(P44) 

２ 被災者向けに供給可能な住宅戸数の算定 

  【市町営住宅で利用可能な住宅の把握】 

【応急仮設住宅建設の用地調査】 
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市町（住宅部局） 

 

 

報告 

 

住宅課 

県営住宅管理班 

・提供可能住戸数の報告 

様式を、県営住宅管理班へ報告する。 

（ＦＡＸ又はメール） 

 

・市町１号(P44) 

（募集開始）  被災者の受け入れ準備が整い次第、市町営住宅の募

集を開始する。 

 

 

 

 

Ⅱ 応急仮設住宅建設の用地調査立会 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

県営住宅整備班 

・作業開始の連絡 

・現況調査の日程調整 

 

 

現況調査 

 

住宅課 

県営住宅整備班 

・現況調査の実施 

県と共に、現地の状況を確認する。 

災害廃棄物の仮置き場としての利用の有無に

ついて確認する。 
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厚政課 

 

 

 

 

 

 

【作業概要】 

Ⅰ 応急仮設住宅の供給判断 

・住宅課住宅企画班からの供給可能戸数情報を元に、判断を行う。 

・被災地の状況に応じて、賃貸型応急住宅又は建設型応急住宅の種類の選択と、供給戸数を決定

する。 

 

 

 

【作業手順】 

Ⅰ 応急仮設住宅の供給判断 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

報告受取り 住宅課 

住宅企画班 

・賃貸型応急住宅、建設型応急住宅の供給可能戸数

等の情報を受け取る。 

 

・民間４号(P34) 

・整備３号(P41) 

応急仮設住宅

の供給判断 

 

 【上記情報を元に、判断を行う。】 

・公営住宅等で充足する場合は、作業終了 

・不足する場合は、賃貸型応急住宅・建設型応急住

宅の種類の選択と、それぞれの供給戸数を決定す

る。 

・災害の規模が大きく、山口県単独での対応が困 

難な場合は、住宅課と協議し、別途定める方法

で国と連携して対応する。 

 

 

供給戸数 

決定の連絡 

住宅課 

住宅企画班 

・上記で決定した、賃貸型応急住宅又は建設型応急

住宅の種類とそれぞれの供給戸数を連絡する。 

 

・厚政４号(P47) 

 

 
 

情報提供 被災市町 ・様式を送付 

 

 

・厚政４号(P47) 

・民間４号(P34) 
 

 

３ 応急仮設住宅の供給戸数の決定 
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厚政課 

 

 

Ⅱ 応急仮設住宅の供給に関する事務の委任 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

入居契約等応急

仮設住宅の供給

に関する事務の

委任 

被災市町 ・入居募集、入居契約その他応急仮設住宅の運営に

関する事務を市町に委任 
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住宅課 民間住宅支援班 

 

 

 

 

 

 

【作業概要】 

・厚政課から住宅課住宅企画班経由で指示があった場合に、作業を開始する。 

Ⅰ 民間賃貸住宅の供給準備及び入居手続き Ｉ 

・応急借上げ住宅として供与する住宅について被災者からの申し込み受け付け、賃貸借契約の手

続等を開始する。 

（定期建物賃貸借契約－賃貸人と県、被災者の３者契約） 

 

・宅建協会、全日本不動産協会の会員業者（以下「宅建業者」という。）に斡旋業務を依頼。 

・斡旋結果に基づき、契約手続きを依頼。 

・契約締結※入居契約までの具体的なフローの例を「応急借上げ住宅の手続きの流れ」に示す。 

 【作業手順】 

Ⅰ 民間賃貸住宅の供給準備及び入居手続き Ｉ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 住宅課 

住宅企画班 

・作業開始の連絡 

・連絡様式の受け取り 

・厚政２号(P11) 

・厚政４号(P47) 
  

宅建業者へ連

絡 

宅建協会 

全日 

 

・宅建業者に対し、斡旋業務を依頼。 

・申込書の内容審査の終了後、契約手続きを依頼。 

 

 

契約締結 関係市町 ・契約書の押印・送付 ・契約書（例） 

(P50) 

 

４ 応急仮設住宅の供給準備 

  【民間賃貸住宅の借上げ手続き】 
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■応急借上げ住宅の手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨決定通知（市町・不動産業者にも通知）

⑫契約書の送付

①'対象者
の確認①受付

住
宅
所
有
者

不
動
産
店

被
災
者
（

入
居
希
望
者
）

被
災
市
町

山
口
県

②対象者の確認

④'確認
④物件の確認 ③不動産業者の紹介、電話

⑤物件の概要説明

⑥申込書等の提出

⑧申込書等
　の送付⑦申込書等の送付

⑩重要事項説明書・
契約書作成依頼

⑪重要事項説明

⑬契約書の
　送付

⑭契約（押印）
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別記
（契約の締結）

第１条　甲、乙及び丙は、頭書（１）に記載する目的物件（以下「本物件」という。）について、居住を目的とする借地借家法（平成３年法律

　第９０号。以下「法」という。）第３８条に定める定期建物賃貸借契約（以下「本契約」という。）を以下に定める条項により締結した。

（契約の目的）

第２条　甲は、　　　　　　　　　　　　　　　  災害により被災した丙の居住を目的とする住宅を確保するため、乙から本物件を賃借する。

２　乙は、丙が本物件を使用することを承諾するものとする。ただし、以下に定める条項において、丙が行うべき義務は、甲が責任をもって丙

　に行わせるものとする。

（契約期間）

第３条　本契約に係る契約期間（以下「契約期間」という。）は、頭書（２）に記載するとおりとする。

（賃料）

第４条　甲は、頭書（３）の記載に従い、賃料を乙が指定する口座に支払うものとする。

２　１か月に満たない期間に係る賃料は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し１円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、本契

　約を解除又は解約した月の賃料は、１か月に切り上げて計算した額とする。

（管理費、共益費）

第５条　共益費、管理費を賃料に含まない場合は、丙は、頭書（３－２）の記載に従い、管理費、共益費を負担するものとし、乙は丙にこれを

　請求するものとする。 

２　１か月に満たない期間の管理費、共益費は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し１円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、

　本契約を解除又は解約した月の管理費、共益費は、１か月に切り上げて計算した額とする。

（駐車場料金）

第６条　駐車場料金を賃料に含む場合は、１台までとし、駐車場料金を賃料に含まない場合又は２台以上の場合は、頭書（３－３）の記載に従

　い丙が負担するものとし、乙は丙にこれを請求するものとする。

２　１か月に満たない期間の駐車場料金は、先乗後除の方法で１か月を実日数で日割計算し１円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、本

　契約を解除又は解約した月の駐車場料金は、１か月に切り上げて計算した額とする。 

（礼金）

第７条　甲は、頭書（４）に記載する礼金を初回賃料支払時に乙が指定する口座に支払うものとする。

（退去修繕負担金）

第８条　甲は、頭書（４）の記載に従い、乙からの請求に基づき、退去修繕負担金を乙が指定する口座に支払うものとする。

２　退去修繕負担金についてのその他の事項は、第１９条に定めるとおりとする。

（損害保険）

第９条　甲は、包括契約にて損害保険に加入する。

（負担の帰属）

第１０条　建物所有者は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。

２　丙は、電気、ガス、水道その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。

３　甲は、前条の損害保険に係る保険料を負担するものとする。

（禁止又は制限される行為）

第１１条　丙は、乙の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の

　設置を行ってはならない。

２　丙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

　一　鉄砲、刀剣類又は爆発性若しくは発火性を有する危険な物品等を製造し、又は保管すること。

　二　大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

　三　排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

　四　大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作又はピアノ等の演奏を行うこと。

　五　猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。

　六　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同

　　じ。）を同居させ、又は暴力団員に本物件を使用させること。

　七　乙の承諾なしに、頭書（５）に記載する者以外を同居させ、若しくは当該者に本物件を使用させ、又は丙を変更すること。

３　丙は、本物件の使用に当たり、乙の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

　一　犬、猫その他小動物等ペットの飼育

　二　階段、廊下等共用部分への物品の設置及び看板、ポスター等の広告物の掲示

（丙の善管注意義務）

第１２条　丙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。

２　丙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。

３　丙は、乙が定める管理規約、使用細則等を遵守するものとする。また、乙が本物件管理上必要な事項を丙に通知した場合は、その事項を遵

　守しなければならない。

４　丙は、乙より渡された鍵を善良なる管理者の注意をもって保管し、かつ、使用しなければならない。万一紛失又は破損をしたときは、丙は、

　直ちに乙に連絡の上、乙が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。この場合において、新たな鍵の設置費用は丙の負担とする。

５　丙は、鍵の追加設置及び交換を乙の承諾なく行ってはならない。

（契約期間中の修繕）

第１３条　乙は、丙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用は、丙の責めに帰すべき事由

　により必要となったものは丙が負担し、その他のものは乙が負担するものとする。

２　前項の規定に基づき乙が修繕を行う場合は、乙は、あらかじめ、その旨を丙に通知しなければならない。この場合において、丙は、正当な

　理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

３　丙は、本物件内に破損箇所が生じたときは、乙にその旨を速やかに通知し修繕の必要について協議するものとする。その通知が遅れて乙に

　損害が生じたときは丙は、これを賠償する。

４　前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、乙が正当な理由なく修繕を実施しないときは、

　丙は自ら修繕することができる。この場合の修繕に要する費用は、第１項に準ずるものとする。

５　丙は、本項第一号から第七号に掲げる修繕は、乙への通知及び乙の承諾を要することなく、自らの負担において行うことができる。 

　一　畳の取替え、裏返し

　二　障子紙の張替え、ふすま紙の張替え

　三　電球、蛍光灯、ヒューズ、ＬＥＤ照明の取替え 

　四　給水栓、排水栓の取替え

　五　蛇口のパッキン、コマの取替え

　六　風呂場等のゴム栓、鎖の取替え

契 約 条 項
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　七　その他費用が軽微な修繕

（契約の解除）

第１４条　乙は、丙が自らの故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠った場合において、乙が相当の期間を定めて当該義務

　の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

２　乙は、丙が次に掲げる行為をしたことにより本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、丙及び甲に催告することなく

　直ちに本契約を解除することができる。

　一　本物件を居住の用以外に使用したとき。

　二　第１１条各項に規定する義務に違反したとき。

　三　その他丙が本契約の各条項に違反したとき。

３　丙が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に定める「本契約を継続することが困難であると認められるに至った」ものとみなす。

　一　丙又は丙の同居人が、暴力団員であるにもかかわらず、そのことを偽って契約をしたことが判明したとき。

　二　丙が、本物件を暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第二号に規定する暴力団（以下「暴力団」

　　という。）の事務所として使用したとき。

　三　丙が、本物件の共用部分に反復継続して暴力団員を出入りさせたとき。

　四　丙が、本物件、共用部分その他本件建物の周辺において、暴力団員であるとの威力を背景に、粗野な態度、言動により第三者に不安感、不

　　快感、迷惑を与えたとき。

　五　丙が、第１１条第２項第６号又は第７号の規定に違反したとき。

　六　丙が暴力団以外の破壊・暴力活動を行う組織その他の反社会的と認められる組織・団体等の一員として前各号に該当した場合その他前各号

　　に準ずる事情が生じたとき。

　七　丙が第１１条のいずれかの規定に違反し甲及び乙の注意・勧告等に応じなかったとき。

（一部滅失等による賃料の減額等）

第１５条　本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが丙の責めに帰すべき事由によらないときは甲、乙及

　び丙は、その使用できなくなった部分の割合に応じて賃料減額の要否や程度、期間、賃料の減額に代替する方法その他必要な事項について協議

　するものとする。この場合において、賃料を減額するときは、その使用できなくなった部分の割合に応じるものとする。

２　本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみで乙は甲が賃借した目的を達することができな

　いときは、甲は本契約を解除することができる。

（契約の終了）

第１６条　本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。

（丙からの解約）

第１７条　丙は、契約期間の途中で退去しようとする場合、当該退去日の４０日前までに、甲に対して、解約の申出を行わなければならない。

（甲からの解約）

第１８条　甲は、乙に対して１か月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。

２　前項の規定にかかわらず、甲は、１か月分の賃料又は賃料相当額を乙に支払うことにより、解約申入れの日から起算して１か月を経過する

　日までの間、随時に本契約を終了することができる。

３　本契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に定める長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以

　降において、甲の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、甲は、本契約を変更し、又は解除することができるものとする。

（明渡し及び明渡し時の修繕）

第１９条　前条により甲及び丙は、本契約を終了させる場合には、明渡し日の１か月前までに乙に通知する。

２　甲及び丙は、第１４条の規定により本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。

３　甲及び丙は、明渡しの際、引渡しを受けた本物件の鍵及び複製した鍵を、乙に返還するものとする。

４　本契約終了時に本物件等に残置された丙の所有物について、本物件を維持管理するために当該丙の所有物を緊急に処分しなければならないや

　むを得ない事情がある場合は、丙がその時点でこれを放棄したものとみなし、乙は、これを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用

　を丙に請求することができる。

５　本物件の明渡し時における原状回復工事は、乙が行うものとする。

６　乙は、甲及び丙の故意又は過失による損壊に対する修繕費用を除き、甲及び丙に対し、退去修繕負担金以外の原状回復に要する費用の請求を

　行わない。

７　乙は、丙の故意又は過失による損壊に対する修繕費用について、退去修繕負担金で賄えなかった分については、丙に請求することができる。

　ただし、自然災害等甲及び丙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、現状回復を要しない。

（立入り）

第２０条　乙は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件に立ち

　入ることができる。

２　丙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による乙の立入りを拒否することはできない。

３　解約申入れ後において、本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、乙及び物件の確認を

　する者は、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

４　乙は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ丙の承諾を得ることなく、本物件内

　に立ち入ることができる。この場合において、乙は、丙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を丙に通知しなければならない。

（仲介業者の報酬）

第２１条　甲は、この取引の代理又は媒介をする宅地建物取引業者（以下「仲介業者」という。）に、頭書（４）に記載する仲介手数料を原則と

　して契約成立日の翌月末までに、仲介業者が指定する口座に支払うものとする。

（個人情報）

第２２条　甲は、丙及び丙の同居者の氏名等の個人情報を、本物件の管理を目的として乙に、被災者支援を目的として国及び地方公共団体に提供

　するものとする。

（免責）

第２３条　地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故又は甲、乙若しくは丙の責によらない電気、ガス、給排水等の

　設備の故障によって生じた甲、乙又は丙の損害について、甲、乙又は丙は、互いにその責を負わないものとする。

（協議）

第２４条　甲、乙及び丙は、本契約に定めがない事項及び本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法（明治２９年法律第８９号）そ

　の他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

（合意管轄裁判所）

第２５条　本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方（簡易）裁判所を第一審管轄裁判

　所とする。

（特約事項）

第２６条　本契約に係る特約事項については、頭書（７）に記載するとおりとする。
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市町（救助部局） 

 

 

 

 

 

 

 

【作業概要】 

※進め方の詳細は、「応急借上げ住宅実施要領」、「応急借上げ住宅の手続きの流れ」のとおり 

Ⅰ 応急借上げ住宅の入居契約等転貸借に関する手続きの事務の開始 

・被災市町は、厚政課からの委任に基づき事務を開始し、被災者に周知する。 

 

Ⅱ 応急借上げ住宅の申込み 

・被災者は受付票を市町に提出。 

 ・市町が受付票の内容を確認 

 ・市町が不動産業者を紹介 

・被災者は申込書等を宅建協会、全日本不動産協会の会員業者（以下「宅建業者」という。）に提

出 

 

Ⅲ 申込書の受領、審査、契約 

  ・申込書を受領し、入居資格について県と協力して審査する。 

  ・宅建業者が作成した契約書への押印及び進達 

 

Ⅰ 応急借上げ住宅の入居契約等転貸借に関する手続きの事務の開始 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

作業開始 市町→被災者 ・受付票・申込書の周知・配布 

・関係書類の準備（申込書、罹災証明書など） 

様式第１号 

様式第２号 

 

Ⅱ 応急借上げ住宅の申込み 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

入居希望者の

把握 

被災者→市町 ・受付票、申込書の提出（対象者の把握） 様式第１号 

様式第２号 

様式第３号 

様式第４号 

 

市町→宅建業者 ・宅建業者の紹介 

宅建業者 ・被災者の希望を聞き取り、物件のマッチング 

被災者→宅建業

者→市町→住宅

課 

・申込書の提出 

 

Ⅲ 申込書の受領、審査、契約 様式５号～９号 

 

４ 応急借上げ住宅（民間賃貸住宅）の借上げ手続き 
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住宅課 計画班・整備班・管理班 

 

【応急仮設住宅の建設可能戸数の把握】 

 

 

 

【作業概要】  

Ⅰ 建設型応急住宅の工法の決定Ｊ 

・ 厚政課から住宅課への建設型応急住宅についての正式要請を受けて、速やかに工法（プレハブ又

は木造）を決定する。 

 

［工法を決定する場合の考え方］ 

・ 決定に際しては、住宅課が建設地の市町へ意向を確認し、極力反映する。 

・ 長期的な使用を行うことが想定される場合には木造を、短期的な使用を行うことが想定される場

合には、プレハブとすることを基本とする。 

 

Ⅱ プレ協、全木協へ建設型応急住宅に係る建設業者の斡旋要請 Ｋ 

・決定した工法によりプレ協又は全木協へ建設業者斡旋要請を行う。 

 

 

Ⅲ 建設用地調査及び配置案作成 Ｌ 

・住宅課は、斡旋を受けたプレ協又は全木協会員の建設業者（以下、建設業者という。）と共に建

設用地調査（市町担当職員等立会）を行ない、配置案作成を建設業者に依頼する。 

・配置案作成に当たっては、あらかじめ検討した、別添「応急仮設住宅配置計画仕様（案）」等を

参考にし、使用期間などを考慮して作成する。 

 

Ⅳ 建設用地の使用手続き Ｍ 

・住宅課は、建設用地が建築基準法の緩和規定（建築基準法第８５条第１項）の対象区域内であ

るかをあらかじめ確認しておく。 

・建設に際しての市町側の調整窓口を確認する。 

・住宅課は、建設用地について、必要な許可申請等手続きを取る（行政財産使用許可、普通財産

借受申込等）。併せて、法令上の手続きが必要な場合は手続きを取る（河川法、都市公園法、自

然公園法、景観条例等）。 

・上水道・下水道の手続き及び条件、浄化槽排水等について市町に確認する。 

 

 

Ⅴ 住宅の仕様および配置計画の決定 Ｎ 

・住宅課は、応急仮設住宅の概算額について直近事例等を参考に算定し、住宅の仕様等とあわせ

て厚政課と協議する。 

・住宅の仕様は、工法によりプレハブの場合はプレ協の応急仮設住宅の仕様、木造の場合は全木

  ４ 応急仮設住宅の供給準備 

【応急仮設住宅の建設準備】 
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住宅課 計画班・整備班・管理班 

 

協の全木協中国ブロック応急仮設木造住宅の仕様とする。また、必要な施設（集会所・談話室

等）の要否を市町に確認する。 

・住宅課は、配置案について適宜建設業者、厚政課、市町と協議を行い、配置計画を決定する。 

・住宅課は、決定した仕様、配置計画を厚政課へ報告する。 

 

 

【作業手順】 

 

Ⅰ 工法（プレハブ、木造）の決定Ｊ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

工法の決定  【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・工法（プレハブ又は木造）を決定する。 

・整備４号（P60） 

 

 

 

Ⅱ プレ協又は全木協へ建設業者の斡旋要請 Ｋ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

関係団体へ連

絡 

プレ協 

全木協 

【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・建設業者の斡旋要請 

・整備５-１号

（P61） 

・整備５-２号

（P62） 

 

 

 

Ⅲ 建設用地調査及び配置案作成 Ｌ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

建設業者へ連

絡 

建設業者 【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・建設用地調査協力を依頼 

 

対象市町へ 

連絡 

対象市町 【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・配置案作成に係る調査実施のため、市町担当職員等

の調査立会を依頼 

 

配置案作成 建設業者 【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・用地調査を踏まえ、配置案作成を依頼 
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住宅課 計画班・整備班・管理班 

 

Ⅳ 建設用地の使用手続き Ｍ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

対象市町へ連

絡 

対象市町 

 

【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・市町の調整窓口確認、および使用に際して必要な手

続き事項を整理 

・整備６号(P63) 

・整備７号(P64) 

使用手続き 国、市町等 【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・整備６号を基に許可申請等手続き 

・市町様式等 

 

法令上の手続

き 

国、県、市町

等 

【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・整備７号を基に法令上の諸手続き 

 

給排水等手続

き 

対象市町 【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・必要な給排水等の手続き、関係者との調整を依頼 

 

 

 

 

 

Ⅴ 住宅の仕様および配置計画の決定 Ｎ 

作業項目 相手 作業内容 様式等 

仕様・配置計画 建設業者、厚

政課、市町 

【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・適宜、建設業者・厚政課・市町と協議 

 

報告 住宅企画班 【担当：住宅課 県営住宅整備班】 

・仕様、配置計画を報告（建設地地名地番、敷地面積、

整備戸数を図面に明記） 

・仕様書 

・配置計画図 
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住宅課 計画班・整備班・管理班 

 

 

 

 

 

 【作業概要】 

Ⅰ 建設に係る契約・支払手続 Ｏ 

 ・住宅課は、プレ協又は全木協から建設業者の斡旋を受けた後、業者と、契約金額・契約期間その

他の具体的な契約内容について、事前に協議・確認し、双方合意後、直ちに契約手続を行う。 

 ・プレハブは、仮設住宅設置期間(２年以内)のリースとする契約の形態が、木造は請負契約の形態

が一般的となっている。 

 

Ⅱ 工事の進捗管理、検査・引取り Ｐ 

・住宅課は、別添「応急仮設住宅工事監理・検査要領」に基づき工事監理、検査を実施する。 

・住宅課は、竣工検査・引取日、市町への引渡日について、あらかじめ厚政課へ情報提供する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ４ 応急仮設住宅の供給準備 

【応急仮設住宅の建設】 
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住宅課 計画班・整備班・管理班 

 

【作業手順】 

Ⅰ 建設に係る契約・支払手続 Ｏ 

作業項目 相 手 作業内容 様式等 

予算措置 庁内 

県議会 

【担当：厚政課総務管理班】 

・建設所要額の予算措置 

・厚政課から住宅課へ配当替え 

 

事前打合

せ 

建設業者 【担当：住宅課管理班、県営住宅整備班】 

・契約内容(契約方法、契約金額、契約期間、

支払時期、契約保証等)についての事前協議 

・書面（契約書案）により双方で確認 

 

 

 

契約書(例) 

(P65) 

庁内 【担当：住宅課管理班】 

・契約書案、契約締結に向けたスケジュール

等について会計課等と事前協議 

 

契約締結

手続 

建設業者 

庁内 

【担当：住宅課管理班】 

・執行伺 

・指名競争入札等審査会 

・業者選定伺（併せて予定価格を決定） 

※斡旋のあった事業者との随意契約 

（自治令 167の２条第１項第２号） 

・見積書提出依頼 

・契約締結伺 

・契約締結 

※解体・撤去工事完了後、必要に応じ、契 

 約保証金の返還等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

契約書(例) 

(P65) 

支払 建設業者 【担当：住宅課管理班】 

・契約締結後速やかに支出負担行為を起票 

・借入物件の引き渡しを受けた後、請求に 

基づき支払 

 

その他の

手続 

建設業者 

地元市町 

管財課 

【担当：住宅課管理班、県営住宅整備班】 

・維持管理及び補修に関する覚書 

（県・建設業者） 

・解体・復旧工事に関する確認書 

（県・建設業者・地元市町） 

・借用財産台帳の備付け及び異動報告 

 （住宅課→管財課） 

【担当：厚政課総務管理班】 

・地元市町と維持管理業務委託協定締結 

 

覚書（例） 

(P74) 
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【様式】整備４号 

建設型応急住宅の工法等の意向確認票 

令和  年  月  日   

担当部署 ○○市○○課 

担当者氏名 ○○○○ 

建設場所（記載例） ○○市○○（施設名等） 

工法（ ○を付ける）  プレハブ ・ 木造 

必要戸数（合計） △△ 戸 

 内訳 １DK（６坪タイプ）  戸 

  ２DK（９坪タイプ） △ 戸 

 ３DK（12坪タイプ） △ 戸 

談話室・集会所の要否   要 ・  否 

建設場所１  

工法（ ○を付ける）  プレハブ ・ 木造 

必要戸数（合計）  戸 

 内訳 １DK（６坪タイプ）  戸 

  ２DK（９坪タイプ）  戸 

 ３DK（12坪タイプ）  戸 

談話室・集会所の要否   要 ・  否 

建設場所２  

工法（ ○を付ける）  プレハブ ・ 木造 

必要戸数（合計）  戸 

 内訳 １DK（６坪タイプ）  戸 

  ２DK（９坪タイプ）  戸 

 ３DK（12坪タイプ）  戸 

談話室・集会所の要否   要 ・  否 

建設場所３  

工法（ ○を付ける）  プレハブ ・ 木造 

必要戸数（合計）  戸 

 内訳 １DK（６坪タイプ）  戸 

  ２DK（９坪タイプ）  戸 

 ３DK（12坪タイプ）  戸 

談話室・集会所の要否   要 ・  否 

 

注） 建設場所ごとに記入し、欄が不足する場合は追加すること 

工法の選定にあっては、工法の比較表（資料編８）を参考にすること 

原則意向を反映するが、決定ではない（別途協議） 
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【様式】整備５－１号 

 

 

令○○住宅第○○○号 

令和○○年（○○○○年）○月○日 

 

一般社団法人プレハブ建築協会 

 会長 ○○ ○○ 様 

 

山口県知事 ○○ ○○ 

 

災害時における応急仮設住宅の建設について 

 

 令和○○年○月○日に発生した○○災害により、山口県下では○○の被害が

発生し、災害救助法の適用を決定いたしました。 

 このため、本県は平成７年２月２０日に貴協会と締結した「災害時における

応急仮設住宅の建設に関する協定書」第３条に基づき、応急仮設住宅の建設業

者の斡旋を要請致します。 

 なお、建設場所、戸数、規模については下記のとおりですので、各建設場所

別の建設業者、戸数を回答くださいますようお願いします。 

 

記 

 

１ 建設場所及び戸数 

   ○○市○○（施設名等）    戸数   ○○戸 

   ××町××（施設名等）    戸数   ××戸 

      計            △△戸 

 

２ 規模 

   ２ＤＫ（９坪タイプ：２９.７平方メートル程度） 

 

３ その他 

   建設場所、戸数などは変更されることがありますので、その都度協議し

ます。また、集会所等についても別途協議します。 

   

 土木建築部住宅課 県営住宅整備班 

担当 ○○ 

電話 083-933-3886 

FAX 083-933-3899 

E-mail a18900@pref.yamaguchi.lg.jp 
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【様式】整備５－２号 

 

令○○住宅第○○○号 

令和○○年（○○○○年）○月○日 

 

一般社団法人全国木造建設事業協会 

会長 ○○ ○○ 様 

 

山口県知事 ○○ ○○ 

 

災害時における応急仮設住宅の建設について 

 

 令和○○年○月○日に発生した○○災害により、山口県下では○○の被害が

発生し、災害救助法の適用を決定いたしました。 

 このため、本県は平成２９年１月１７日に貴協会と締結した「災害時におけ

る応急仮設住宅の建設に関する協定書」第３条に基づき、応急仮設住宅の建設

業者の斡旋を要請致します。 

 なお、建設場所、戸数、規模については下記のとおりですので、各建設場所

別の建設業者、戸数を回答くださいますようお願いします。 

 

記 

 

１ 建設場所及び戸数 

   ○○市○○（施設名等）    戸数   ○○戸 

   ××町××（施設名等）    戸数   ××戸 

      計            △△戸 

 

２ 規模 

   ２ＤＫ（９坪タイプ：２９.７平方メートル程度） 

 

３ その他 

   建設場所、戸数などは変更されることがありますので、その都度協議し

ます。また、集会所等についても別途協議します。 

   

 土木建築部住宅課 県営住宅整備班 

担当 ○○ 

電話 083-933-3886 

FAX 083-933-3899 

E-mail a18900@pref.yamaguchi.lg.jp 
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応 急 仮 設 住 宅 賃 貸 借 契 約 書（例） 

 

 賃借人 山口県（以下「甲」という。）と賃貸人 ○○○株式会社（以下「乙」という。）と

は、災害救助法の規定により令和○○年○月○○日○○災害の被災者（以下「被災者」という。）

に供与する応急仮設住宅の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。 

  

（賃貸借物件） 

第１条 乙は別表記載の応急仮設住宅一式（以下「賃貸借物件」という。）を同表記載の所在地

に設置するものとする。 

２ 前項の規定による賃貸借物件の設置が完了したときは、乙はこれを甲に貸与し、甲はこれ

を借り受け、乙に対し賃借料を支払うものとする。 

（用途指定） 

第２条 甲は、賃貸借物件を被災者のための応急仮設住宅の用に供するものとする。 

（賃貸借期間） 

第３条 乙は、賃貸借物件を令和○○年○月○○日までに甲に引き渡すものとし、賃貸借期間

は、各賃貸借物件の引渡しの日の翌日から２年間とする。 

（賃借料等） 

第４条 賃借料は、金○○○円（うち消費税 金○○○円）とする。 

２ 賃借料総額には、解体及び原状に復する費用が含まれるものとする。その金額は、金 

○○○円（うち消費税 金○○○円）とする。 

３ 賃貸借物件は、応急仮設住宅として第３条記載の期間を使用するものとして賃借料を決め

ているため、賃貸借期間の短縮による賃借料の減額は生じないものとする。 

（設置完了通知） 

第５条 乙は、賃貸借物件の設置を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 
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（物件の検査） 

第６条 甲は、前条の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から５日以内に乙の設置した

賃貸借物件の検査を行うものとし、乙は当該検査に立ち会うものとする。 

２ 前項の検査に要する費用は、すべて乙の負担とする。 

３ 乙は、設置した賃貸借物件の全部又は一部が第１項の検査に合格しなかったときは、甲が

指定する日（以下「指定日」という。）までに、当該検査に合格できる賃貸借物件を設置しな

ければならない。 

４ 前条並びに第１項及び第２項の規定は、前項の規定による設置について準用する。 

（物件の引渡し） 

第７条 乙は、納入した賃貸借物件が前条第１項又は第４項において準用する同条第１項の検

査に合格したときは、当該検査に合格した賃貸借物件を甲に引き渡さなければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙から賃貸借物件の引渡しを受けたときは、賃貸借物件の受領書

を乙に交付するものとする。 

（支払方法） 

第８条 甲は、乙から賃貸借物件の引渡しを受けた後、乙の提出する適法な支払請求書を受理

したときは、当該支払請求書を受理した日から３０日以内に賃借料を乙に支払うものとする。 

（期日等の変更） 

第９条 乙は、天災その他やむを得ない理由により、第３条に規定する期限（以下「期限」と

いう。）又は指定日（以下「期限等」という。）の変更を必要とするときは、甲にその旨を申

し出ることができる。 

２ 甲は、前項の規定による申出について天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、

期限等の変更を承諾するものとする。 

（契約の保証） 

第 10条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな

らない。（ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちに保険証券を
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賃借人に寄託しなければならない。 ※契約保証の方法等について事前確認の上、適宜変更） 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、賃借人が確

実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27

年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、金○○○円（第４条第２項

の解体及び原状に復する費用相当額以上の額）とする。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証

は、契約保証金の担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証

を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

４ 契約保証金は、賃貸借物件の撤去及び原状復旧の完了後、乙の請求により返還する。 

（管理義務） 

第 11条 甲は、賃貸借物件を使用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって管理しなけれ

ばならない。 

２ 甲は、賃貸借物件の管理を○○市に限り委託することができる。この場合において甲は、

受任者に善良なる管理者の注意をもつて管理させなければならない。 

（修繕義務等） 

第 12条 甲又は入居者の故意又は過失により賃貸借物件を荒廃又は毀損したときは、甲の負担

において復旧修繕を行うものとする。 

２ 甲又はその受任者が善良なる管理者の注意をもって管理した場合において必要な賃貸借物

件の修理又は保存は、乙の負担において行わなければならない。 
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（保険料） 

第 13条 乙は、賃貸借期間中、その負担において賃貸借物件を火災保険に付さなければならな

い。 

（火災及び台風等の修繕等） 

第 14条 賃貸物件が火災及び台風等の自然災害により焼失又は損傷を受けたときは、乙は自社

の加入する保険の範囲内において負担するものとし、保険を超える範囲については、甲乙協

議の上定めるものとする。ただし、甲が故意又は重過失により賃借物件を滅失又は毀損した

場合は、この限りではない。 

（行為制限） 

第 15条 乙は、賃貸借期間中、賃貸借物件を第三者に譲渡し、又は抵当権、質権その他の物権

を設定するなど、その形式のいかんを問わず甲の賃貸借物件の完全な使用を妨げる行為をし

てはならない。 

（譲渡の禁止） 

第 16条 甲は、乙の承認がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡してはならない。 

（賃貸借物件の現状変更） 

第 17条 甲は、賃貸借物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ乙の承認を受けなけ

ればならない。 

（業務の調査等） 

第 18条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務の実施状況につき、調査を行い、

又は報告を求めることができる。 

（事故報告） 

第 19条 乙は、この業務の履行に関し事故等を生じた場合は、直ちに甲に対し、事故等の状況

を報告しなければならない。 

（危険負担） 

第 20条 第７条の規定による引渡し前の賃貸借物件の滅失、損傷その他の損害については、乙
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の負担とする。 

（担保責任） 

第 21条 甲は、第７条の規定による引渡し後、賃貸借物件に隠れた瑕疵があることを発見した

ときは、これを無償で修理し、又は瑕疵のない物件と取り替えることを請求することができ

る。 

２ 甲は第７条の引渡し後、賃貸借物件の数量の不足又は賃貸借物件に隠れた瑕疵があること

を発見したときは、賃貸料の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることが

できる。 

（契約の解除） 

第 22条 甲は次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。 

 (2) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役

員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

  イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に

実質的に関与していると認められるとき。 

  ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

るとき。 
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  カ 下請契約（一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む）その他の契約にあたり、そ

の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結

したと認められるとき。 

  キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方として

いた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙が

これに従わなかったとき。 

２ 甲は、予算の都合その他やむを得ない理由があるときは、この契約を解除することができ

る。 

３ 乙は、前２項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠

償を甲に請求することができない。 

第 23条 甲は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。 

 (1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以

下「独占禁止法」という。）第４９条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告

訴訟（行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項に規定する抗告訴訟を

いう。以下同じ。）を提起しなかったとき。 

 (2) 乙が、独占禁止法第６２条第１項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を

提起しなかったとき。 

 (3) 乙が第１号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。 

 (4) 乙が、第１号又は第２号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴え

を却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 

 (5) 乙又はその使用人その他の従業者について、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条

の６又は第１９８条の刑が確定したとき。 

（損害賠償） 

第 24条 乙は、その責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行していないために
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甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければな

らない。 

第 25条 乙は、この契約に関して第２３条各号のいずれかに該当するときは、賃借料の額の 

１０分の２に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 

 (1) 第２３条第１号から第４号までに掲げる場合において、命令又は審決の対象となる行為

が不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に該当するとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要であると認めるとき。 

２ 甲は、前項の契約に係る損害の額が同項の賃貸料の１０分の２に相当する金額を超えると

きは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。 

３ 前２項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用があるものとする。 

（違約金） 

第 26条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により本契約を解除したときは、違約金を徴収する。 

２ 前項の違約金は、賃借料の１０分の１に相当する額とし、この違約金の徴収は、甲の損害

賠償の請求を妨げない。 

３ 前２項の規定は、甲が第２３条の規定により本契約を解除した場合について準用する。 

（賃貸借物件の返還、撤去） 

第 27条 甲は、賃貸借期間が満了したときは、その旨と賃貸借物件の撤去の期限を乙に通知す

るものとし、乙は、当該期限までに、その負担において当該賃貸借物件を撤去しなければな

らない。 

２ 前項の規定は、賃貸借期間終了前に、賃貸借物件の撤去が必要と認められる事由が生じた

場合に準用する。 

（契約の費用） 

第 28条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 
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（協議） 

第 29条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

以上の契約締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有す

るものとする。 

 

令和○○年○月○○日 

甲 賃借人  山口県  

       山口県知事    ○ ○ ○ ○ 

 

乙 賃貸人  山口県○○市○○町○番○号 

                        ○○○株式会社  

                        代表取締役社長  ○ ○ ○ ○ 
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別 表 

 

構 造  １ 軽量鉄骨造平屋建 

２ 委細は別冊設計図書による。 

 

所在地及び建設戸数 

所 在 地 種 別 戸 数 

○○市○○地区 ○○市○○センター 住 宅 ○○戸 

○○市○○地区 ○○市立○小学校 住 宅 ○○戸 

合    計   ○○戸 
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■ 目 次 ■ 

 

初動（発災当日から数日） 

3.1.1 マニュアル等の確認と体制の整備 

3.1.2 連絡体制の整備、関係者との協議 

3.1.3 情報の収集・整理、記録、報告、広報  

3.1.4 業務スペース、車両の確保等 

 

必要戸数の推計と要請 

3.2.1 初期情報からの推計と要請 

3.2.2 追加情報による推計と必要戸数の見直し 

 

 

 

 

 

大規模災害時の住宅確保について 

山口県 

 

以後は、前頁までの手順等を準用する。 
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3.1.1 マニュアル等の確認と体制の整備 

 

【県】厚政課、住宅課 

○ 県の庁舎・機能等が被害を免れた場合は、ただちに関連するマニュアル等を確認

し、職員の被災状況等を考慮しながら、庁内の体制を確立する。 

○ 県の庁舎・機能等が被害を受けた場合は、職員等の安全確保を図りつつ、機能の

応急復旧を行い可能な時期から作業に着手する。 

※ 東日本大震災における福島県では、庁舎が被害を受け、一時別の建物に待避

して情報収集、応急危険度判定等の業務に対応した。応急仮設住宅については、

地震発生後3日目に庁舎に戻ってから実質的な検討が開始されている。 

○ マニュアルで予め整理された体制で、指定されている担当者等に担務を確認する。 

・ 全体を把握する総括担当（※必ず担当者を決める） 

・ 応急仮設住宅の戸数等を計画し、用地、仕様等について保健福祉部局と連携し

つつ総合調整を行う担当 

・ 公営住宅等の供給・調整担当 

・ 民間賃貸住宅供給に係る調整・協定団体との連絡調整担当 

・ プレ協との調整担当 

・ 建設の技術的検討、実際の建設業務（配置、設計確認、現場検査等について地

域方面別に班構成する等）を行う担当 

・ 発注事務を行う担当（厚政課と連携） 

・ 用地の調査・確認を行う担当 

・ 情報の収集、記録、広報対応等を行う担当（対災害対策本部、対幹部、対マス

コミ、対市民、対国 等） 等 

 

■応急仮設住宅供給体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県災害対策本部 

仮設住宅担当 

・厚政課 

・住宅課 

協力：建築指導課 

民間住宅借上げ担当 

応急仮設建設担当 

公営住宅等提供担当 

住宅相談窓口担当 

用地班 

建設班 

入居推進・

管理支援班 

計画班 

整備班 

- 77 -



 

 

   

 

【国土交通省（参考）】 

○ 応急仮設住宅の需要が想定される災害発生時には、本省（住宅局住宅生産課）及

び被災地を担当する整備局において、予め提供された県マニュアルをただちに確認

する。 

○ プレ協等の住宅生産団体に体制準備を要請する。 

○ 現地派遣する職員を任命し派遣する。なお、派遣職員は、通信手段を携行し、車

両等移動手段、宿泊、食料等について原則被災地自治体に負担を求めない。 

○ 高速道路の通行方法等について災害対策本部の情報を関係者間で共有する。 

○ 他都道府県から被災都道府県への応援職員の派遣に向けた調整を開始する。 

※応急危険度判定協議会を例に応援連絡体制を予め整備する。 

○ 省内災害対策本部等への報告体制を整備する。 

※主務は住宅局住宅生産課 

 

 

 

3.1.2 連絡体制の整備、関係者との協議 

 

【県】厚政課、住宅課 

○ 庁内の災害対策本部等において被災者向け住宅の供給準備の開始について報告

を行う。 

○ 庁内で被災者向け住宅全般の主務となる健康福祉部厚政課と土木建築部住宅課

との連絡体制を確保する。 

 

（「災害時の住宅確保マニュアル」に基づき、関係団体等には既に連絡済みである

が、大規模災害での対応になることを再度連絡する。） 

○ 民間賃貸住宅借上げに関する協定を結んでいる宅建協会及び全日本不動産協会

との連絡手段（電話、メール等）を確保する。 

○ 建設に関する協定を結んでいるプレ協との連絡手段（電話、メール等）を確保

する。なお、プレ協は、300戸以上を供給することが見込まれる災害の場合、ただ

ちに現地本部を設置することとしている 

○ 市町の担当部局との連絡手段（電話、メール等）を確保する。なお、必要に応
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じ、県の職員を市町に派遣する。 

○ 国交省（本省・地方整備局等）との連絡手段（電話、メール等）を確保する。 

○ 個人情報の管理について関係者に徹底する。 

 

【国土交通省（参考）】 

○ 本省、地方整備局、被災都道府県、住宅生産団体間の連絡体制を確保する。 

○ 内閣府（防災担当）被災者行政担当等との連絡体制を確保する。 

○ 内閣府（防災担当）被災者行政担当、財務省と連携し、早い段階から応急仮設

住宅の仕様及び単価の調整を行う。 

○ 応援職員、派遣職員に関連情報の説明と必要な資料提供を行う。 

 

 

3.1.3 情報の収集・整理、記録、報告、広報 

 

【県】厚政課、住宅課 

○ 庁内の災害対策本部、警察・消防機関の報告、報道等による災害情報を収集す

る。（震度分布、津波浸水範囲、水害浸水等範囲等） 

○ 連絡体制を通じた関連情報を収集する。 

○ 公営住宅等や民間賃貸住宅の空き室状況や、応急仮設住宅の建設準備の立ち上

げ状況、進行状況等について、被災自治体内の災害対策本部からの報告聴取、報

道機関からの取材、国土交通省等からの照会などが継続的に行い得るよう体制を

整備し、効率的な情報提供ができるよう整理、記録を行う。 

【住宅の被害状況の把握】 

□ 県及び市町は、出先機関（県土木（建築）事務所等、市町出張所等からの情報、

設置している観測装置からの観測情報、警察、消防、自衛隊からの情報、自主防

災組織や地区住民からの通報、テレビ等のマスコミ報道など、あらゆる方面から、

できるかぎり被害情報を収集する。また、地震災害の際には、災害発生後に実施

される応急危険度判定の結果についても把握する。 

□ 県及び市町は、甚大な被害が想定される地区等には、職員を派遣し、情報を収

集する。 

□ 県及び市町は、これらの情報を集約し、住宅の被害概況を分析する。県と市町

は、これらの情報の共有化を図る。 
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□ 災害発生直後の通信の混乱・途絶や道路閉塞などにより情報の収集・伝達が困

難な場合には、速報値、局地的な情報等を活用し、可能な限り住宅の被害状況に

関する情報を収集するよう努める。 

【国土交通省（参考）】 

○ 被災都道府県に極力負荷をかけないよう、被災都道府県に派遣した職員を通じ

情報収集、情報提供を行う。 

 

 

3.1.4 業務スペース、車両の確保等 

 

【県】住宅課、建築指導課 

○ 公営住宅等や民間賃貸住宅の供給準備、及び応急仮設住宅の建設については、

計画、建設、用地、発注等の担当ごとに応援職員を含めた業務スペースと事務機

器、通信機器等の確保が必要となるため、庁内等に執務室を確保する。 

○ 災害種別が地震の場合は、発災直後から土木建築部建築指導課が担うこととな

る応急危険度判定業務についても業務スペースを確保する。 

○ 災害時には、他部局の災害対応業務でも公用車の需要が高まり、現地確認等の

ための車両が不足する。このため、協定事業者の車両、応援職員の車両等につい

て必要な範囲で共同利用する等の現実的な対応が求められる。（その場合の事故

等に備えた保険等について事前に確認を行っておく。） 

【国土交通省（参考）】 

○ 業務スペースに被災範囲の地図等を掲示し、被災地の地名、地理、アクセス経

路の確保状況等を確認する。 

○ 派遣者の移動手段としてレンタカーを確保する。被災地の天候、給油の制約等

を考慮し、必要に応じスタッドレスの装備、燃費性能等に留意する。車両による

移動は可能な限り複数者で行う。 
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3.2 必要戸数の推計と要請 

 

3.2.1 初期情報からの推計と要請 

 

【県】厚政課、住宅課、【市町】、【関係団体等】 

○ 「2.1.3災害発生後に行う必要戸数の推計方法の確認」で示されている推計方法等

をもとに、初期情報（震度分布、津波高さ・浸水範囲、水害の浸水範囲等）から大

まかな必要戸数の推計を行う。（住宅課が作業を行い、その内容を厚政課が確認す

る。） 

 

 

2.1.3 災害発生後に行う必要戸数の推計方法の確認 

 

発災後の情報に基づく応急仮設住宅（建設仮設＋借上仮設）の必要戸数の推計準備 

○ 2.1.2で実施した被害想定に基づく想定の必要戸数について、災害発生後に得られる初期情

報を基に推計戸数に置き換えていくための準備（入手可能な情報（震度分布、浸水範囲、イン

フラの復旧見込み）等の時系列的な整理）や、災害発生後に必要戸数の推計を行う担当者の選

任、訓練等の準備を行う。 

なお、訓練の結果については、担当者の異動等により推計方法や推計のプロセスが分からなく

ならないよう、記録を明確にする。 

 

※ なお、2.1.2で示した被害想定に基づく必要戸数の想定等は、あくまで情報がそろった中で

の模擬想定であり、災害発生後の不確定な被災情報が錯綜する状況下では手順通りには想定で

きないこともある。災害時の円滑な対応を行うため、平常時にそれらの必要情報の入手経路や

確認方法等を確認する訓練等を行う。 

○ いくつかの推計方法により、応急仮設住宅の必要戸数の推計を実施する。なお、過去の災

害のデータ等を基に国土交通省が整理した次に示す推計方法１～３に基づく算出方法を参考

に、災害の種類や地域性を踏まえて算出する。 

 

※ 災害救助法上では、「災害時に住家が全壊・全焼・流出し、居住する住家が無い者等で、

自らの資力では住家を得ることができない者」に供与される住宅と原則されているが、東日本

大震災規模の大規模災害の場合を想定し、半壊等でも希望者には応急仮設住宅に入居できる弾

力運用が図られることを前提としている。（参考：東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用

について（その５）平成23年4月4日厚生労働省社会・援護局総務課長通知） 

 

【推計方法１】 住家被害（全壊・半壊戸数）の２～３割 

→ 近年の災害における住家被害（全壊・半壊戸数）に対する応急仮設住宅供給戸数の割合実
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績。（ただし大規模地震災害によるもの） 

○阪神・淡路大震災の例 

応急仮設住宅供給戸数（48,439戸）／住家被害（249,180棟）×100％＝19.4％ 

○新潟県中越地震の例 

応急仮設住宅供給戸数（3,460戸）／住家被害（16,985棟）×100％＝20.4％ 

○東日本大震災の例 ※ただし、福島県の情報を除く。 

応急仮設住宅供給戸数（121,286戸）／住家被害（373,529戸）×100％＝32.5％ 

 

【推計方法２】 

避難世帯数 

＝避難者数／平均世帯人員 × 建物が全壊・半壊を理由に避難している者の割合

 × 応急仮設住宅等への希望者の割合 

 

→ 阪神・淡路大震災において、平成7年1月22日（発災後5日目）、兵庫県は、避難者数及び住

宅の被害状況を把握するため、避難所緊急パトロール隊により、726箇所の避難所を回り、約1600

名に対して、避難者ヒアリング調査を実施し、応急仮設住宅の必要戸数の推計を実施。 

結果：約1600名が回答 

○そのうち、7割の人が全壊・半壊で、このうち９割の人が住宅の提供を希望 

○避難者総数は、約30万名、約10万世帯（３名／世帯）と推測。 

○住宅の必要戸数は、約6万戸と想定（うち応急仮設住宅は3万戸） 

 

【推計方法３】 

住居が全壊した世帯 × 応急仮設住宅入居希望割合（事前アンケート結果を活用） 

＋ 

中壊世帯 × 応急仮設住宅入居希望割合（事前アンケート結果を活用） 

 

→ 発災から一ヶ月経過以後を想定（一月間は避難所等生活）。事前の市民アンケート調査に

より、所有形態別（持ち家、借家）、住居が全壊した場合又は中壊した場合の住宅確保の手段

割合を推定し、仮設住宅入居者数を推計。 

・ 全壊世帯の住居確保の手段は、応急仮設住宅、公営住宅、避難所、勤務先施設、親戚・知

人宅、賃貸住宅、自力仮設住宅、建て直し、新築・購入が考えられる。 

・ 中壊世帯の住居確保の手段は、応急修理、応急仮設住宅、公営住宅、避難所、勤務先施設、

親戚・知人宅、賃貸住宅、自力仮設住宅建設、建て直し、新築・購入が考えられる。 

 

※ 東海地震に係る広域的な地震防災体制のあり方に関する調査検討報告書（平成15年3月総務

省消防庁 東海地震に係る広域的な地震防災体制のあり方研究会）における「大破・焼失」を「全

壊」、「中破」を「中壊」と読み換えて示している。 
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■応急仮設住宅に関するニーズ等の把握 

○ 県、市町は、被災者の実態及び応急仮設住宅に関するニーズを把握するための調査体制を

整備する。必要に応じて、他の地方公共団体に職員派遣を要請するとともに、ボランティア・

ＮＰＯに協力を要請する。 

○ 市町は、被災世帯に対して、当該世帯の住宅被害の状況や応急仮設住宅への入居希望等に

ついて、ヒアリング調査、アンケート調査を実施する。 

・ 調査対象：被災世帯（避難所滞在世帯、疎開世帯、自宅残留世帯） 

・ 調査項目：①住所 

②世帯主及び世帯構成員の氏名、年齢、性別、職業 

③世帯年収 

④健康状態 

⑤住宅の所有関係・建て方・構造 

⑥住宅の被害状況 

⑦当面の居住に関する意向（応急修理して自宅に住み続ける、応急仮設住宅に入居、親戚等の

住宅に間借り、その他） 

⑧住宅の再建意向（住宅を補修・建て替え、住宅を購入、公営住宅等に入居、民間賃貸住宅に

入居、その他） 

⑨その他（必要時応じて調査項目を追加） 

○ 県、市町は、被災者の実態及び応急仮設住宅に関するニーズの調査結果を集約し、分析す

る。県と市町は、情報の共有化を図る。 

○ 調査を受ける側である被災者と調査を実施する職員の双方に、過度の負担がかからないよ

う、調査の実施にあたっては、関係部局が相互に調整・連携を図り、効果的・効率的に調査を

実施する。 

○ ワンストップ型の相談窓口を設置し、窓口で受けた相談、把握した再建方針、世帯分離・

住民登録の状況等を、被災世帯台帳を用いた被災世帯データベースを用いて一元的に管理する。 

○ 事前のアンケート実施については今後検討する。 

 

 

○ 国土交通省、内閣府に対し必要戸数（地元での供給見込み戸数（公営・借上げ・

建設）と、不足分に対する広域での供給要請）の連絡を行う。  ⇒別紙様式 

（国土交通省は報告を受け、妥当性を確認した上で住宅生産団体に対し準備の要請

を行う。） 

○ この「必要戸数」は、あくまで「見込み戸数」であり、最終的に供給する応急仮

設住宅が入居需要に対して不足することがないように多めに見込んでおくものであ

り、事業者への「発注戸数」ではないことを事業者にも伝えておく。よって、「必

要戸数」と「発注戸数」に一定の差異が生じることは避けられないため、必要戸数

を、今後の発注等が確実となる段階に応じて数次に分けて示すなどの対応を行う。 
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○ 必要戸数の公表の際には、初期情報に基づく推計値等であることを明記し、協定

団体や資材供給者等に混乱を招くことのないように留意する。 

例えば、「最大○○戸程度必要となる可能性がある」、「必要戸数の推計値は最

低○○戸～最大○○戸」、「必要戸数は、現時点の○○に基づく略算を行った結果

では○○戸程度である」など、公表の仕方を検討する。 

その際、「この推計戸数は今後の具体的な状況把握の進度に応じて増減するもの

である」ことなど明示する。 

○ 県内での供給戸数の積み上げに向けて、関係団体等への要請を行う。 

・宅建業団体（既に報告済み以外の、新たな借上げ住宅の調査、報告） 

・市町（既にリスト化している候補地以外の、新たな候補地の調査、報告） 

・ＵＲ（空き住戸の提供） 

・県内企業（空き社宅の提供） 

○ 県外での供給戸数の確保に向けて、広域災害協定に基づく要請を行う。 

 

 

 

3.2.2 追加情報による推計と必要戸数の見直し 

 

【県】厚政課、住宅課 

○ 初期情報の更新情報に基づき、必要戸数の推計を適宜見直す。 

○ 市町において、詳細被害に基づく必要戸数の推計もしくは避難所の避難者の応

急仮設住宅希望等の把握などが進み、市町としての要望戸数が確定してきた場合、

その内容を確認した上で、推計戸数から要望戸数へ、必要戸数を置き換えていく。 

○ 戸数の見直しを行った場合は、国土交通省、内閣府に報告する。 

○ 発災から概ね6ヶ月以内までの完成見通し（工程表）を作成する。 

○ 避難者のニーズに対しても的確に把握し対応する。 

【国土交通省】（参考） 

○ 被災都道府県の完成見通し（工程表）作成に協力する。 
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